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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離を維持したまま、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積が可変とされてなることを特徴とするマイクロ波方
向性結合器。
【請求項２】
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積を維持したまま、
　前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離が可変とされてなることを特徴とするマイク
ロ波方向性結合器。
【請求項３】
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積と、前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離と、
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が個別的に可変とされてなることを特徴とするマイクロ波方向性結合器。
【請求項４】
　前記第１及び第２の孔の開口の面積と、前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離と、
を個別的に調整し、結合度を任意の値とするとともに、前記結合度の任意の値に応じて方
向性を変化させてなることを特徴とする請求項３記載のマイクロ波方向性結合器。
【請求項５】
　前記第１及び第２の孔の開口の面積と、前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離と、
を個別的に調整し、方向性を任意の値とするとともに、前記方向性の任意の値に応じて結
合度を変化させてなることを特徴とする請求項３記載のマイクロ波方向性結合器。
【請求項６】
　前記第１及び第２の孔に対して相対的に移動可能とされた少なくともひとつの板状体を
備え、
　前記板状体を移動させることにより、前記開口の面積を可変としてなることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１つに記載のマイクロ波方向性結合器。
【請求項７】
　前記第１の空間を伝搬するマイクロ波の管内波長をλｇとした時に、前記第１及び第２
の開口の中心間距離がλｇ／４の奇数倍となることを特徴とする請求項１～６のいずれか
１つに記載のマイクロ波方向性結合器。
【請求項８】
　前記第１及び第２の孔は、前記第１の空間におけるマイクロ波の伝搬方向に対して略平
行な方向に沿って配置されてなることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の
マイクロ波方向性結合器。
【請求項９】
　前記第１及び第２の孔は、前記第１の空間におけるマイクロ波の伝搬方向に対して略垂
直な方向に延伸してなることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載のマイクロ
波方向性結合器。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１つに記載のマイクロ波方向性結合器と、
　前記第１の空間を形成する導入導波管と、
　前記第２の空間を形成する環状進行波共振器と、
　プラズマ発生室と、
　前記環状進行波共振器からマイクロ波を分配する複数の結合器と、
　前記複数の結合器のそれぞれに結合され、前記プラズマ発生室にマイクロ波を導入する
複数のアプリケータと、
を備え、
　前記複数のアプリケータから前記プラズマ発生室に導入されたマイクロ波によりプラズ
マを生成可能としたことを特徴とするプラズマ発生装置。
【請求項１１】
　前記環状進行波共振器から前記プラズマ発生室に向けて放出され損失したマイクロ波の
パワー分と前記導入導波管から前記マイクロ波方向性結合器を介して前記環状進行波共振
器に導入されるマイクロ波のパワー分とが略等しくなるように前記第１及び第２の孔の開
口の面積を調整可能としたことを特徴とする請求項１０記載のプラズマ発生装置。
【請求項１２】
　請求項１０または１１に記載のプラズマ発生装置を備え、
　前記アプリケータを介して導入されたマイクロ波により生成された前記プラズマによっ
て被処理物のプラズマ処理を実施可能としたことを特徴とするプラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ波方向性結合器、プラズマ発生装置及びプラズマ処理装置に関し、
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特に、一定の強度のマイクロ波の進行波による波動場が形成されるよう方向性結合器の結
合度が調整でき、また、結合度が大きい時も方向性を最大にできるマイクロ波方向性結合
器及びこれを備えたプラズマ発生装置、プラズマ処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマを利用したドライプロセスは、半導体製造装置、金属部品の表面硬化、プラス
チック部品の表面活性化、無薬剤殺菌など、幅広い技術分野において活用されている。例
えば、半導体や液晶ディスプレイなどの製造に際しては、アッシング、ドライエッチング
、薄膜堆積あるいは表面改質などの各種のプラズマ処理が用いられている。プラズマを利
用したドライプロセスは、低コストで、高速であり、薬剤を用いないために環境汚染を低
減できる点でも有利である。
【０００３】
　このようなプラズマ処理を行う装置の代表的なものとして、波長数１００ＭＨｚ～数１
０ＧＨｚのマイクロ波によりプラズマを励起する「マイクロ波励起型」のプラズマ処理装
置がある。マイクロ波励起型のプラズマ源は、高周波プラズマ源などに比べてプラズマ電
位が低いので、ダメージ無しのレジスト・アッシング（resist ashing）や、バイアス電
圧を印加した異方性エッチングなどに広く使われる。
【０００４】
　処理すべき半導体ウェーハや液晶ディスプレイ用ガラス基板は、年々大面積化が進めら
れているため、これらをプラズマ処理するために大面積にわたって密度が高く且つ均一な
プラズマ発生装置が必要とされている。
【０００５】
　このような要求に対して、プラズマ発生室の周囲に環状の導波管を配置した構成が開示
されている（特許文献１、特許文献２）。
【０００６】
　図２１は、特許文献１に開示された環状導波管を表す模式図である。同図の構成におい
て、図示しないプラズマ発生室は、環状導波管５０３の中央に配置される。マイクロ波電
源から導入されたマイクロ波５２３は、分配ブロック５２１で左右に２分配され、自由空
間よりも長い管内波長をもって伝搬する。このように伝搬するマイクロ波は、管内波長の
１／２または１／４毎に設置されたスロット５２２から漏れ波５２５として放出される。
そして、この環状導波管の内側に配置されたプラズマ発生室内に、誘電体透過窓などを介
して導入される。
【０００７】
　図２１に例示したような環状導波管を用いると、従来のアンテナ式のプラズマ発生装置
などと比較して、より大面積に亘ってプラズマを生成できる可能性がある。しかし、図２
１に例示したプラズマ発生装置の環状導波管の中に形成されるマイクロ波は定在的な波動
場を形成し、この定在的な波動場からの漏れ波を取り出すという発想に基づいている。こ
れは、例えば、管内波長の１／４の間隔で設けられた複数の狭いスロット５２２からマイ
クロ波を取り出すという構成からも明らかである。そのため、この定在波による波動場に
おいてマイクロ波のモードが突発的に変化する「定在波モードジャンプ」が生ずるという
問題が生じていた。
【０００８】
　また、複数のスロットを介してマイクロ波をチャンバ内に導入する場合、これらスロッ
トのインピーダンスがプラズマの電子密度に依存して変動するという問題が生じ、マイク
ロ波を平分できず、その結果として、チャンバ内に均一にマイクロ波を導入することがで
きないため、均一なプラズマを形成することが困難となる問題も生じていた。
【０００９】
　このような定在波を形成するシステムとは別に、特許文献２に示す技術が開示されてい
る。これは、環状導波管内にマイクロ波の無端環状の進行波を形成する技術である。
【特許文献１】特開平９－３０６９００号公報
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【特許文献２】特開２００２－２０３８４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、マイクロ波の結合度が調整でき、また、結合度が小さい時も大きい時も高い
方向性が得られるマイクロ波方向性結合器、及びこれを備えたプラズマ発生装置、プラズ
マ処理装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様によれば、
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離を維持したまま、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積が可変とされてなることを特徴とするマイクロ波方
向性結合器が提供される。
　また、本発明の他の一態様によれば、
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積を維持したまま、
　前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離が可変とされてなることを特徴とするマイク
ロ波方向性結合器が提供される。
　また、本発明の他の一態様によれば、
　第１の空間と第２の空間との間に設けられ、前記第１の空間から前記第２の空間にマイ
クロ波を導入する方向性結合器であって、
　前記第１の空間と前記第２の空間とをそれぞれ連通する第１及び第２の孔を備え、
　前記第１及び第２の孔の開口の面積と、前記第１及び第２の孔の開口の中心間距離と、
が個別的に可変とされてなることを特徴とするマイクロ波方向性結合器が提供される。
【００１２】
　また、本発明の他の一態様によれば、
　上記のマイクロ波方向性結合器と、
　前記第１の空間を形成する導入導波管と、
　前記第２の空間を形成する環状進行波共振器と、
　プラズマ発生室と、
　前記環状進行波共振器からマイクロ波を分配する複数の結合器と、
　前記複数の結合器のそれぞれに結合され、前記プラズマ発生室にマイクロ波を導入する
複数のアプリケータと、
を備え、
　前記複数のアプリケータから前記プラズマ発生室に導入されたマイクロ波によりプラズ
マを生成可能としたことを特徴とするプラズマ発生装置が提供される。
【００１３】
　また、本発明のさらに他の一態様によれば、
　上記のプラズマ発生装置を備え、
　前記アプリケータを介して導入されたマイクロ波により生成された前記プラズマによっ
て被処理物のプラズマ処理を実施可能としたことを特徴とするプラズマ処理装置が提供さ
れる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上詳述したように、本発明によれば、一定の強度のマイクロ波の進行波による波動場
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が形成されるよう方向性結合器の結合度が調整でき、また、結合度が大きい方向性結合器
であっても方向性を最大とできるマイクロ波方向性結合器及びこれを備えたプラズマ発生
装置、プラズマ処理装置を提供することができ、産業上のメリットは多大である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、具体例を参照しつつ詳細に説明する。　
　図１は、本発明の実施の形態にかかるプラズマ発生装置の基本構成を説明するための概
念図である。　
　このプラズマ発生装置は、導入導波管７０と、方向性結合器２０と、環状進行波共振器
１０と、複数の結合器４２と、これら結合器４２のそれぞれに結合されたアプリケータ５
０と、アプリケータ５０に接続されたプラズマ発生室６０と、を有する。図示しないマイ
クロ波電源から出力されたマイクロ波Ｍは、導入導波管７０から方向性結合器２０を介し
て環状進行波共振器１０に導入され、進行波共振が励起される。
【００１６】
　方向性結合器２０は、環状進行波共振器１０を循環して伝搬しうる相反する２方向のう
ちのいずれかの方向の伝搬成分のみが励起されるように、導入導波管７０と環状進行波共
振器１０とを結合する。つまり、マイクロ波パワーは、導入導波管７０から方向性結合器
２０を介して環状進行波共振器１０に供給され、環状進行波共振器１０を一方向に循環す
る進行波の伝搬成分を励起する。
【００１７】
　このような環状進行波共振器１０には複数の結合器４２が結合され、この結合器４２か
らアプリケータ５０を介してプラズマ発生室６０にマイクロ波が導入される。すなわち、
環状進行波共振器１０の内部には導波空間が形成され、ここをマイクロ波の進行波が共振
条件で伝搬する。そして、このマイクロ波の一部が、結合器４２を介して取り出され、ア
プリケータ５０を介してプラズマ発生室６０に導入され、プラズマＰが生成され維持され
る。つまり、環状進行波共振器１０において形成される進行波のパワーを複数の結合器４
２に分配して取り出すことができる。
【００１８】
　このシステムにおいては、形成された進行波が環状進行波共振器１０において共振する
ための条件が満たされることが望ましい。具体的には、環状進行波共振器１０の管路と内
部部品は、その内部を伝搬する前記進行波の一周位相差が３６０度の整数倍と実質的に等
しくなるように形成されている。環状進行波共振器１０の中を伝搬するマイクロ波進行波
の管内波長は、プラズマ発生室６０のサイズや、放電空間において生成されるプラズマな
どの条件に応じて適宜決定することができる。すなわち、環状進行波共振器１０は、プラ
ズマ発生室６０に付設された状態でマイクロ波が共振する際の管内波長の整数倍の経路長
を有し、マイクロ波が環状進行波共振器１０内を一周してその波の位相が変わらないよう
にすればよい。
【００１９】
　そして、このような経路長を有する環状進行波共振器１０の内をマイクロ波が進行波と
して伝搬すると、共振が生じてその強度が高くなる。このような共振状態の進行波からプ
ラズマ発生室６０内にマイクロ波を導入することにより、均一で高い強度のプラズマを形
成することが可能となる。また、機械的な精度などの要因により、環状進行波共振器１０
の共振周波数がずれる場合には、図示しない位相調節器と強度モニタとを設けて、位相差
調整により共振周波数を調節することもできる。
【００２０】
　図２は、方向性結合器２０の作用を説明するための概念図である。　
　すなわち、方向性結合器２０は、例えば、入力ポート２１と出力ポート２２とを有する
。入力ポート２１から環状進行波共振器１０にマイクロ波成分Ｍ２が入力され、環状進行
波共振器１０から出力ポート２２にマイクロ波成分Ｍ３が出力される。そして、方向性結
合器２０の出力ポート２２からの出力は、整合（マッチング）されたダミーロード（dumm
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y load）７２により吸収される。
【００２１】
　方向性結合器２０と環状進行波共振器１０においては、導入導波管７０を伝搬するマイ
クロ波成分Ｍ１と環状進行波共振器１０から導波管７０に出力されたマイクロ波成分Ｍ３
との振幅が同じで位相が反転しており、同時に、導入導波管７０から環状進行波共振器１
０に入力されるマイクロ波成分Ｍ２と環状進行波共振器１０を伝搬するマイクロ波成分Ｍ
４の位相が同一となるように位相条件が調節されている。このようなマッチングが形成さ
れている場合、マイクロ波成分Ｍ１とＭ３とは逆相となり打ち消し合うため、ダミーロー
ド７２におけるマイクロ波のパワーは最低となり、導入導波管７０における反射波は実質
的に存在しない。
【００２２】
　以上説明したように、方向性結合器２０を介して環状進行波共振器１０を励起すること
により、環状進行波共振器１０に一方向のマイクロ波成分のみが供給されて、進行波によ
る波動場が形成される。換言すると、環状進行波共振器１０において、反射波の導入によ
る定在波の形成を防ぐことができる。
【００２３】
　このように形成された進行波の共振励起は、図２１に関して前述したような環状導波管
を用いたプラズマ発生装置では得られないものである。すなわち、図２１に表した環状導
波管５０３の場合、導波管に導入されたマイクロ波５２３は、入り口に設けられた分配ブ
ロック５２１により左右に２分配され、互いに反対方向に進行する。従って、これら分配
された波どうしが干渉して定在波が形成される。このような定在波を取り出すために、環
状導波管５０３に設けられるスロット５２２の間隔は、定在波の波長の１／２または１／
４としなければならない。そして、このような定在波が形成されるとその振幅の強弱に対
応して、プラズマの強度にも不均一が生じてしまう。
【００２４】
　これに対して、本実施形態によれば、環状進行波共振器１０に対して整合がとれた方向
性結合器２０を介してマイクロ波を供給することにより、反射波の影響を排除して、環状
進行波共振器１０中に進行波によるマイクロ波の波動場を形成することができる。さらに
、このようにして形成されるマイクロ波の進行波が共振するように、環状進行波共振器１
０を構成することにより、均一で高い強度のプラズマを発生させることができる。
【００２５】
　次に方向性結合器２０の結合度について説明する。
【００２６】
　マイクロ波の進行波が環状進行波共振器１０を一周すると、マイクロ波のパワーの一部
は、全ての結合器４２からアプリケータ５０を介してプラズマ発生室６０内に導入されて
、プラズマＰに吸収される。そのため、マイクロ波パワーはプラズマＰに吸収された分だ
け減衰する。この時、環状進行波共振器１０を一周する間にプラズマＰに吸収されたマイ
クロ波のパワーは、方向性結合器２０を介して導入導波管７０から補充されなければなら
ない。もし、この補充量に過不足があると、環状進行波共振器１０において、常に一定の
強度のマイクロ波の進行波による波動場が形成されなくなるからである。
【００２７】
　従って、方向性結合器２０の結合度を、導入導波管７０から環状進行波共振器１０に導
入されるマイクロ波のパワーと、環状進行波共振器１０における減衰量と、がバランスす
るような値に設定する。
【００２８】
　いいかえれば、方向性結合器２０の結合度を適正値に設定すれば、環状進行波共振器１
０におけるマイクロ波のパワーの出入りがバランスし、常に一定の強度のマイクロ波の進
行波による波動場が形成される。
【００２９】
　この場合、環状進行波共振器１０におけるマイクロ波パワーの出入りがバランスするよ
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うに、方向性結合器２０の結合度の適正値をあらかじめ実験などで求めても、マイクロ波
電源の周波数変動、導入導波管７０や環状進行波共振器１０などの形状寸法誤差、環境温
度の変化などの要因により適正値がずれてしまうという問題があった。
【００３０】
　この問題に対して、本実施形態によれば、方向性結合器２０の孔の開口面積を適宜変え
ることにより適正値を得ることができる。　
　図３は、方向性結合器２０の孔の開口面積を適宜変える第一の具体例を例示するための
概念図である。　
　導入導波管７０と環状進行波共振器１０との接合部には方向性結合器２０が設けられて
いる。そして、方向性結合器２０は、所定の距離を置いた二つの孔２０ａを有する。なお
、図３に示す孔２０ａの形状は矩形であるが、本発明はこれに限定されるものではなく、
その他、円形、楕円形、多角形、十字型など種々の形状を採用できる。また、孔２０ａの
数も二つに限定されるものではなく、一つあるいは三つ以上でも良い。ただし、後に詳述
するように、方向性を高くするためには、複数の孔を設けることが望ましい。
【００３１】
　本具体例においては、二つの孔２０ａを覆うような位置に、板状体２３が取り付けられ
ている。板状体２３は図示しない板状体移動手段により、導入導波管７０内のマイクロ波
Ｍの進行方向に対して略直角な方向に移動可能とされている。板状体は、通常、導入導波
管７０と同じ材質とされるが（一般的にはアルミニウムなどの金属である）、これに限定
されるものではなく、マイクロ波Ｍが透過しにくい材料であれば良い。　
　なお、板状体２３の取り付け位置は導入導波管７０の内面側、環状進行波共振器１０の
内面側、導入導波管７０と環状進行波共振器１０の間に設けても良い。　
　本具体例によれば、板状体２３をスライドさせることにより孔２０ａの開口面積を変化
させ、導入導波管７０から環状進行波共振器１０に供給されるマイクロ波Ｍの結合度を調
整できる。つまり、孔２０ａの開口を大きくすれば結合度は高く、開口を小さくすれば結
合度は低くなる。このようにして、結合度を最適な値に調節できる。
【００３２】
　図４は、方向性結合器２０の孔の開口面積を適宜変える第二の具体例を例示するための
概念図である。同図については、図３に関して前述したものと同様な要素には同一の符号
を付して詳細な説明は省略する。　
　本具体例は、図３の具体例と比較すると、板状体２４が孔２０ａ毎にそれぞれ設けられ
ている点と、板状体２４の移動方向がマイクロ波Ｍの進行方向に対して略平行な方向であ
る点が異なる。このように、板状体２４を孔２０ａ毎に付ければ、孔２０ａの面積を個別
に調整できるので、より精密な調整をすることができる。なお、孔２０ａの形状、個数や
板状体２４の取り付け位置などについては図３の場合と同様に各種の変形が可能である。
【００３３】
　図５は、図４における板状体２４を孔２０ａ同士の間に設けた具体例を表す模式図であ
る。　
　また、図６は、孔２０ｂの形状を略Ｖ字型にした具体例を表す模式図である。　
　このように板状体２４を孔２０ａ、２０ｂ同士の間に設ければ、後述するように孔２０
ａ、２０ｂの開口面積を調整すると同時に、孔２０ａ、２０ｂ同士の中心間距離をも調整
することができる。　
　図７は、孔２０ａ、２０ｂの開口面積と中心間距離を同時に調整する具体例を表す模式
図である。すなわち、一対の板状体２４を互いに反対方向にスライドさせることにより、
孔２０ａ、２０ｂの開口面積が小さい時はこれらの中心間距離が大きく（図７（ａ））、
また、孔２０ａ、２０ｂの開口面積が大きい時はこれらの中心間距離を小さくする（図７
（ｂ））ことができる。　
　なお、本願明細書において孔あるいは開口の「中心間距離」とは、これら孔または開口
の面積についての重心点同士の距離であるものとする。
【００３４】
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　なお、孔の向きは図５乃至図７に例示したものに限定されるわけではなく適宜変更が可
能である。ただし、例えば、矩形のように縦横比が異なるものは、その向きによって結合
度の大きさが異なる。例をあげて説明すると、矩形の孔の寸法を１０ｍｍ×５０ｍｍとし
、図８（ａ）に示すようにマイクロ波Ｍの進行方向と長辺側（５０ｍｍ）を略平行にした
場合は、結合度はマイナス１９ｄＢとなり、図８（ｂ）に示すようにマイクロ波Ｍの進行
方向と長辺側（５０ｍｍ）を略垂直にした場合は、結合度はマイナス１０ｄＢとなる。す
なわち、同じ孔の形状で高い結合度が必要な場合はマイクロ波Ｍの進行方向と長辺側を略
垂直にした向きの方が良い。
【００３５】
　図９は、方向性結合器２０の孔の開口面積を適宜変える第三の具体例を例示するための
概念図である。同図についても、図１乃至図８に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は省略する。　
　本具体例においては、孔２０ｃ１、２０ｃ２は略Ｖ字形であり、Ｖ字の対称中心線がマ
イクロ波Ｍの進行方向に対して略垂直となるように配置されている。また、板状体２３の
移動方向は、同図に矢印で表したように導入導波管７０内のマイクロ波進行方向に対して
略直角な方向でも良く、または、図４に表したように導入導波管７０内のマイクロ波進行
方向に略平行方向にすることもできる。あるいは、Ｖ字の各辺の孔（２０ｃ１、２０ｃ２
）毎に、それぞれ板状体を設けても良い。
【００３６】
　本具体例によれば、後述するように孔２０ｃ１、２０ｃ２の開口面積を調整すると同時
に、孔２０ｃ１、２０ｃ２同士の中心間距離をも調整することができる。つまり、孔２０
ｃ１、２０ｃ２の開口面積が大きい時には中心間距離を小さくし、孔２０ｃ１、２０ｃ２
の開口面積が小さい時には中心間距離を大きくすることができる。なお、孔２０ｃ１、２
０ｃ２の形状、個数や板状体２３の取り付け位置などについては図３に関して前述したよ
うに各種の変型例が可能である。
【００３７】
　ここで、方向性結合器２０の孔の開口面積の調整手順について説明する。前述したよう
に孔の開口面積の調整は、図示しない板状体移動手段により板状体を移動させることによ
り行う。この場合、作業者がプラズマ発生室６０内の様子を観察し、手動で図示しない板
状体移動手段を操作しても良いが、例えば、導入導波管７０における反射波を検出手段で
検出したり、環状進行波共振器１０におけるマイクロ波パワーの出入りを検出手段で検出
することにより、板状体移動手段を制御するようにすることができる。
【００３８】
　次に、方向性結合器２０の方向性について説明する。　
　方向性結合器２０の方向性は、高い方が望ましい。ここで、例えば、二つの孔が設けら
れた方向性結合器２０の方向性を最大にするには、方向性結合器２０に設けられた二つの
孔同士の距離をマイクロ波導波管内波長の１／４の奇数倍にすれば良いことが知られてい
た。　
　しかし、本発明者の検討の結果、孔同士の中心間距離をマイクロ波導波管内波長の１／
４にすれば方向性が最大になることは、結合度の小さい方向性結合器２０には当てはまる
が、結合度がある程度大きくなると当てはまらなくなることが判明した。すなわち、図１
に関して前述したようなプラズマ発生装置において、環状進行波共振器１０におけるマイ
クロ波パワーの出入りがバランスするような結合度を選んだ場合、必ずしも高い方向性が
得られなくなる事態が生ずることがある。
【００３９】
　本発明者は、この現象を定量的に解明した。　
　図１０（ａ）は、方向性結合器の方向性が最大となる孔同士の中心間距離と結合度の大
きさとの関係を示したグラフ図である。ここで、孔Ｘは孔寸法５ｍｍ×５ｍｍ、結合器の
結合度はマイナス８０ｄＢ、孔Ｙは孔寸法４６ｍｍ×１０ｍｍ、結合器の結合度はマイナ
ス７．６ｄＢ、孔Ｚは孔寸法４７ｍｍ×１０ｍｍ、結合器の結合度はマイナス７ｄＢであ
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る。また、孔の向きは、図１０（ｂ）に表したように、マイクロ波Ｍの進行方向に対して
、長辺が略垂直となるようにした。ここで、マイクロ波Ｍの管内波長の１／４は、３９．
４ｍｍである。
【００４０】
　図１０（ａ）から分かるように、孔同士の中心間距離をマイクロ波Ｍの管内波長の１／
４（３９．４ｍｍ）とすれば、結合器の結合度が小さい孔Ｘ（結合度マイナス８０ｄＢ）
では十分な方向性（プラス４９ｄＢ）が得られるが、結合器の結合度が大きい孔Ｙ（結合
度マイナス７．６ｄＢ）、孔Ｚ（結合度マイナス７ｄＢ）では方向性がかなり低くなる（
プラス７ｄＢ）。
【００４１】
　この場合、孔同士の中心間距離をマイクロ波Ｍの管内波長の１／４（３９．４ｍｍ）よ
り１０ｍｍ程度短くすれば、結合器の結合度の大きなときでも十分な方向性が得られる。
図１０（ａ）から明らかなように、孔同士の中心間距離を、孔Ｙ（結合度マイナス７．６
ｄＢ）で２９ｍｍ、孔Ｚ（結合度マイナス７ｄＢ）で２８ｍｍとすれば、プラス４１ｄＢ
という高い方向性が得られることがわかる。このように、結合器の結合度がマイナス５～
マイナス１０ｄＢ程度の場合には、孔同士の中心間距離を２６～３０ｍｍ程度に選べばよ
い。
【００４２】
　図１１は、孔同士の中心間距離Ｌの調整を可能とした方向性結合器２０の概念図である
。方向性結合器２０は前述したとおり、導入導波管７０と環状進行波共振器１０の接合面
に設けられる。そのため、孔２６ｂは導入導波管７０と環状進行波共振器１０の接合面に
直接設けられる。孔２６ａは板状体２８に設けられ、これに対向する導入導波管７０と環
状進行波共振器１０の接合面には孔２６ｂより大きな孔２７が設けられている。なお、孔
２６ａ、２６ｂの長辺がマイクロ波Ｍの進行方向に略垂直になるよう孔２６ａ、２６ｂを
設けている。
【００４３】
　本具体例における孔同士の中心間距離Ｌの調整手順について説明する。前述のように結
合度に合わせて最適な孔同士の中心間距離を選んだとしても、製作上の誤差などにより結
合度が変わりそれに伴い孔同士の中心間距離Ｌを調整した方がよい場合がある。このよう
な場合、板状体２８をマイクロ波Ｍの進行方向に略平行に移動させることにより孔同士の
中心間距離Ｌを調整する。孔２６ａは板状体２８に設けられているので、板状体２８が移
動した分だけ孔２６ａも移動し、孔２６ａと孔２６ｂの中心間距離Ｌの調整をすることが
できる。孔２６ａに対向する導入導波管７０と環状進行波共振器１０の接合面には孔２６
ｂより大きな孔２７が設けられているので、この範囲を超えない限りは、孔２６ａの開口
面積が変わることはない。板状体２８の移動は図示しない板状体移動手段で行われる。こ
の場合、作業者がプラズマ発生室６０内の様子を観察し、手動で図示しない板状体移動手
段を操作しても良いが、例えば、導入導波管７０における反射波を図示しない検出手段で
検出したり、環状進行波共振器１０におけるマイクロ波を図示しない検出手段で検出する
ことにより、板状体移動手段を制御するようにすることができる。なお、図中の孔の形状
、大きさ、数、位置などはこれに限定されるものではなく、前述のように各種の形状、大
きさ、数、位置などを適宜選択できる。また、板状体２８が孔２６ａ側にある場合を説明
したが、板状体２８は孔２６ｂ側にあっても、孔２６ａ、２６ｂ両側にあっても良い。
【００４４】
　図１２は、方向性結合器２０の孔の開口面積の調整と、孔同士の中心間距離Ｌの調整の
双方を行う場合を例示した概念図である。図１乃至図１１に関して前述したものと同様の
要素には同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。　
　ここで、板状体２５ａ、２５ｂは、孔２６ａ、２６ｂの孔の開口面積の調整を行うため
のものである。孔同士の中心間距離Ｌの調整については、図１１に表した具体例と同様で
ある。孔２６ｂ側の孔の開口面積の調整は、板状体２５ｂを図示しない板状体移動手段で
移動させることにより行う。孔２６ａ側の孔の開口面積の調整も基本的には同じであるが
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、図１２に例示したものでは、板状体２５ａを板状体２８上に設け、板状体２８が図示し
ない板状体移動手段で移動すれば、その上に設けられた板状体２５ａも同時に移動できる
ようになっている。このような構成により、方向性結合器２０の孔の開口面積の調整と、
孔同士の中心間距離の調整の双方を行うことができるので、例えば、処理条件の変更など
で方向性結合器２０の結合度を変える必要が生じ、それに伴い孔同士の中心間距離の調整
が必要になった場合でも適応ができる。なお、図中の孔の形状、大きさ、数、位置などは
これに限定されるものではなく、前述のように各種の形状、大きさ、数、位置などを適宜
選択できる。また、板状体２８が孔２６ａ側にある場合を説明したが、板状体２８は孔２
６ｂ側にあっても、孔２６ａ、２６ｂ両側にあっても良い。
【００４５】
　図５、図６、図７、図９に戻り、方向性結合器２０の孔の開口面積の調整と同時に、孔
同士の中心間距離Ｌの調整を簡略的に行う場合を説明する。図５に表した具体例の場合、
方向性結合器２０の孔の開口面積を板状体２４を移動させることにより変えているが、結
合度を大きく（開口面積を大きく）するように板状体２４を孔２０ａ同士の内側に寄せれ
ば、孔の中心間距離Ｌがそれに伴い短くなる。これは図７に関して前述した通りである。
すなわち、板状体を移動させることにより方向性結合器の結合度を大きくした場合、それ
に伴い簡略的ではあるが孔の中心間距離Ｌも同時に方向性を高める方向に調整できること
となる。図６、図９についても同様であり、板状体を移動させることにより方向性結合器
の結合度を大きくした場合、それに伴い簡略的ではあるが孔の中心間距離Ｌを小さくして
、同時に方向性を高める方向に調整できる。
【００４６】
　次に、方向性結合器２０の具体例のいくつかを紹介する。
【００４７】
　図１３は、単一孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。すなわち、同図
に例示したように、導波管１と導波管５とがＨ面で重なって比較的小さい単一孔Ａにより
結合されている構造を挙げることができる。このような場合、この単一孔Ａを介して導波
管５から導波管１に漏れ出る電界によって導波管１が励振され、単一孔Ａの中心点に電気
双極子が存在するのと同様の分布が形成される。一方、導波管５から導波管１に漏れ出る
磁界によっても、単一孔Ａの中心点に磁気双極子が存在するのと同様の磁力線分布が形成
される。これら電気双極子と磁気双極子とを重畳させた効果として、導波管１において一
方向のみに伝搬するマイクロ波が励起される。
【００４８】
　図１４は、ベーテ孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。同図に例示し
たように、導波管５と導波管１とがベーテ孔Ａを介して結合されている場合、導波管５の
ＴＥ１０モードの電界に比例し孔に垂直な電気双極子と、導波管５の磁界に比例し逆方向
の磁気双極子が導波管１に形成される。これら電気双極子による波と磁気双極子による波
とは、導波管１の一方向においては同位相であり相加わるが、逆方向においては逆位相と
なり差し引かれる。従って、孔の位置を調節することにより逆方向の波を零とすることが
できる。
【００４９】
　図１５は、２つの孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。すなわち、側
壁またはＨ面において中心間距離Ｌだけ離れた２つの小孔Ａ、Ｂによって、導波管５と導
波管１とが結合されている。ここで、中心間距離Ｌは、結合度の大きさにより、前述した
ような値に選ばれる。導波管５を進行する波が、これら２つの小孔を介して導波管１を励
振する。このときに、２つの小孔Ａ、Ｂを介してそれぞれ励振された波は、導波管５にお
ける波の進行方向と同方向においては同振幅、同位相で進むが、反対方向においては同振
幅、逆位相となり、打ち消し合う。従って、導波管１には、一方向の波だけが励振される
。
【００５０】
　図１６は、十字形スリットにより結合された方向性結合器を表す模式図である。すなわ
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ち、導波管５と導波管１とを直交させ、その重なり合う面の対角線上に１つあるいは複数
の十字形のスリットＳが形成されている。このようにスリットＳを設けると、電界による
結合は無視できるほど小さく、磁界による結合が支配的となる。すると、導波管５のＨｔ
、Ｈｚによりスリットの長軸上に磁気双極子が形成され、これにより導波管１が励振され
て方向性が生ずる。
【００５１】
　以上図１３～図１６を参照しつつ、本発明において用いることができる方向性結合器の
具体例を挙げた。しかし、本発明は、これら具体例を用いたものに限定されるものではな
い。例えば、これらの他にも導入導波管７０と環状進行波共振器１０とを結合させてその
共通壁に孔を設け、さらにその孔にモード調整用の導体棒（ポスト）を設けたもの、ある
いはその他の各種の方向性結合器を用いても良く、環状進行波共振器１０の励振に方向性
が得られるいずれのものを利用しても本発明の範囲に包含される。
【００５２】
　図１７は、本発明の実施例のプラズマ発生装置を表す模式平面図である。　　
　また、図１８は、そのＡ－Ａ線断面図である。　
　また、図１９は、そのＢ－Ｂ線断面図である。
【００５３】
　すなわち、本実施例のプラズマ発生装置は、導入導波管７０から方向性結合器２０を介
して環状進行波共振器１０にマイクロ波Ｍが導入される。なお、図１７においては、環状
進行波共振器１０を六角形状に表したが、本発明はこれに限定されず、円環状、楕円状、
多角形状などの各種の環状の形状としてもよい。方向性結合器２０には、マイクロ波を導
入するための２つの孔３３、３４が設けられ、その中心間距離Ｌは、結合度の大きさによ
り、前述したような値に選ばれる。
【００５４】
　このようにすると、進行方向のマイクロ波成分のみを導入導波管７０から環状進行波共
振器１０に導入することができる。環状進行波共振器１０に導入されたマイクロ波は、進
行波の共振波動場を形成し、結合度が低い結合器４４により取り出される。本実施例の場
合、これら結合器４４も、それぞれ２つの孔を有し、進行方向成分のマイクロ波を取り出
すことができる。
【００５５】
　これら結合器４４は、方向性結合器としてもよく、例えば図１８及び図１９に表したよ
うに、マイクロ波Ｍの進行方向に対して傾斜したスリット状の２つの孔を有するものとす
ることもできる。これら２つの孔を介して、環状進行波共振器１０からマイクロ波Ｍを取
り出すことができる。結合器４４を介して取り出されたマイクロ波Ｍは、アプリケータの
導入導波管５２を伝搬し、アプリケータの導波体５４を介してプラズマ発生室６０の中に
導入される。
【００５６】
　導波体５４の材料としては、マイクロ波を低損失に透過し、かつ、導入導波管５２とプ
ラズマ発生室６０とを区画して気密を維持できるものとする必要がある。このような材料
としては、例えば、石英やアルミナあるいはサファイアなどの誘電体を挙げることができ
る。これらの誘電体は、マイクロ波に対する力率が低く、真空と大気圧との圧力差にも耐
えうる機械的強度を有し、耐熱性も良好で、さらに、プラズマによりスパッタやエッチン
グされても、チャンバ内の被処理物を汚染するおそれも低い。
【００５７】
　このとき、　結合器４４の結合度を低く抑えることより、プラズマのインピーダンスの
変化による環状進行波共振器１０の共振条件の変動や、複数の結合器４４の間の分配バラ
ンスの変動を抑制することができる。一方、このようにして環状進行波共振器１０からア
プリケータの導入導波管５２に取り出されたマイクロ波Ｍが導波体５４を介してプラズマ
発生室６０に導入される際の結合度は、十分に高いことが望ましい。すなわち、アプリケ
ータの結合度を高くすることにより、損失を抑制してプラズマの発生効率を高くすること
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ができる。このようにして、導波体５４を介してプラズマ発生室６０に導入されたマイク
ロ波Ｍによって所定のガスのプラズマを発生させることができる。
【００５８】
　また、図１７～図１９においては、環状進行波共振器１０の導波空間として、断面形状
が略矩形状のものを例示したが、本発明はこれには限定されない。すなわち、環状進行波
共振器１０の導波空間の断面形状は、プラズマ発生室との配置関係や、導入導波管７０と
の接続関係あるいは、プラズマの分布などを考慮して円形、楕円形、半円形、多角形、そ
の他対称あるいは非対称な不定形などとすることができる。　
　また、本発明は、必ずしも減圧条件においてプラズマを発生するものには限定されない
。すなわち、大気圧あるいはそれよりも高い圧力においてプラズマを発生させるプラズマ
発生装置についても、本発明を適用して同様の作用効果が得られ、これらも本発明の範囲
に包含される。
【００５９】
　次に、本発明のプラズマ処理装置の具体例について説明する。　
　図２０は、本発明のプラズマ処理装置の構造を例示する模式断面図である。この装置は
、処理チャンバ６０と、この処理チャンバ６０の上面に設けられた平板状の誘電体板から
なる導波体（透過窓）５４と、導波体５４の外側に設けられた導入導波管５２と、結合器
４０を介して結合された環状進行波共振器１０と、を有する。処理チャンバ６０は、導波
体５４の下方の処理空間において半導体ウェーハなどの被処理物Ｗを載置して保持するた
めのステージ１６と、を有する。
【００６０】
　処理チャンバ６０は、真空排気系Ｅにより形成される減圧雰囲気を維持可能であり、処
理空間に処理ガスを導入するためのガス導入管（図示せず）が適宜設けられている。
【００６１】
　例えば、このプラズマ処理装置を用いて被処理物Ｗの表面にエッチング処理を施す際に
は、まず、被処理物Ｗが、その表面を上方に向けた状態でステージ１６の上に載置される
。次いで、真空排気系Ｅによって処理空間が減圧状態にされた後、この処理空間に、処理
ガスとしてのエッチングガスが導入される。その後、処理空間に処理ガスの雰囲気が形成
された状態で、図示しない導入導波管から方向性結合器を介して、例えば、２．４５ＧＨ
ｚのマイクロ波Ｍが環状進行波共振器１０に導入され、環状進行波共振器１０に一方向の
進行波が励振され、且つこの進行波が共振される。その結果として、環状進行波共振器１
０には、均一且つ連続的な進行波によるマイクロ波Ｍの波動場が形成される。
【００６２】
　このマイクロ波の波動場は、結合器４０により導入導波管５２に分配され、導波体５４
に向けて放射される。導波体５４は、石英やアルミナなどの誘電体からなり、マイクロ波
Ｍは、導波体５４の表面を伝搬して、チャンバ６０内の処理空間に放射される。このよう
にして処理空間に放射されたマイクロ波Ｍのエネルギーにより、処理ガスのプラズマＰが
形成される。こうして発生したプラズマ中の電子密度が導波体５４を透過して供給される
マイクロ波Ｍを遮蔽できる密度（カットオフ密度）以上になると、マイクロ波は導波体５
４の下面からチャンバ内の処理空間に向けて一定距離（スキンデプス）ｄだけ入るまでの
間に反射され、マイクロ波の定在波が形成される。
【００６３】
　すると、マイクロ波の反射面がプラズマ励起面となって、このプラズマ励起面で安定な
プラズマＰが励起されるようになる。このプラズマ励起面で励起された安定なプラズマＰ
中においては、イオンや電子が処理ガスの分子と衝突することにより、励起された原子や
分子、遊離原子（ラジカル）などの励起活性種（プラズマ生成物）が生成される。これら
プラズマ生成物は、矢印Ａで表したように処理空間内を拡散して被処理物Ｗの表面に飛来
し、エッチング、アッシング、薄膜堆積、表面改質、プラズマドーピングなどのプラズマ
処理を行うことができる。
【００６４】
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　本発明によれば、環状進行波共振器１０内に形成された共振進行波による連続的かつ高
い強度のマイクロ波を結合器４０により分配し、チャンバ６０内に導入することにより、
チャンバ６０内において大面積で均一且つ密度の高いプラズマを形成することができる。
その結果として、大面積の被処理物を均一で高速にプラズマ処理することが可能となる。
【００６５】
　またさらに、結合器４０の結合度を低く抑えることにより、プラズマのインピーダンス
が変化しても、環状進行波共振器１０の共振条件の変動や、複数の結合器４０の間の分配
バランスの変動を抑制することができる。その結果として、常に安定して大面積のプラズ
マ処理を実施することができる。　
　また、本発明は、必ずしも減圧条件においてプラズマを発生するものには限定されない
。すなわち、大気圧あるいはそれよりも高い圧力においてプラズマを発生させてプラズマ
処理を実施するプラズマ処理装置についても、本発明を適用して同様の作用効果が得られ
、これらも本発明の範囲に包含される。
【００６６】
　以上具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は、こ
れらの具体例に限定されるものではない。
【００６７】
　例えば、本発明において用いる導入導波管や環状進行波共振器、アプリケータ、あるい
は方向性結合器などの要素は、図示した形状、サイズのものには限定されず、その断面形
状、壁面厚、開口の形状やサイズなどは適宜変更して同様の作用効果が得られ、本発明の
範囲に包含される。
【００６８】
　導入導波管は直管状である必要はなく、また環状進行波共振器も完全な円環状である必
要はない。
【００６９】
　また、プラズマ発生室の形状やサイズ、あるいは環状進行波共振器やアプリケータとの
配置関係についても、図示したものには限定されず、プラズマ処理の内容や条件などを考
慮して適宜決定することができる。また、環状進行波共振器はプラズマ発生室の上面や側
面でなく、下面に付設してもよく、または、これらを組み合わせてもよい。つまり、プラ
ズマ発生室に複数の環状進行波共振器を付設してもよい。このようにすれば、被処理物の
形状やサイズに合わせて均一あるいは所定の密度分布を有する大面積のプラズマを形成す
ることが可能となる。
【００７０】
　さらにまた、上述した具体例においては、プラズマ生成部の要部構成のみ説明したが、
本発明は、このようなプラズマ生成部を有する全てのプラズマ処理装置も包含し、例えば
、エッチング装置、アッシング装置、薄膜堆積装置、表面処理装置、プラズマドーピング
装置などとして実現したプラズマ処理装置のいずれもが本発明の範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施の形態にかかるプラズマ発生装置の要部基本構成を説明するための
概念図である。
【図２】方向性結合器２０の作用を説明するための概念図である。
【図３】方向性結合器２０の孔の開口面積を変える場合の第一の具体例を例示するための
概念図である。
【図４】方向性結合器２０の孔の開口面積を変える場合の第二の具体例を例示するための
概念図である。
【図５】図４における板状体２４を孔同士の間に設けた場合の図である。
【図６】図５における孔の形状を略Ｖ字型にした場合の図である。
【図７】孔２０ａ、２０ｂの開口面積と中心間距離を同時に調整する具体例を表す模式図
である。
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【図８】マイクロ波Ｍの進行方向と方向性結合器２０の孔の位置を説明するための概念図
である。
【図９】方向性結合器２０の孔の開口面積を変える場合の第三の具体例を例示するための
概念図である。
【図１０】方向性結合器２０の方向性が最大となる孔同士の中心間距離と結合度の大きさ
との関係を示したグラフ図である。
【図１１】孔同士の中心間距離Ｌの調整を行う場合を例示した方向性結合器２０の概念図
である。
【図１２】方向性結合器２０の孔の開口面積の調整と、孔同士の中心間距離Ｌの調整の双
方を行う場合を例示した概念図である。
【図１３】単一孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。
【図１４】ベーテ孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。
【図１５】２つの孔により結合された方向性結合器を表す模式図である。
【図１６】十字形スリットにより結合された方向性結合器を表す模式図である。
【図１７】本発明の実施例のプラズマ発生装置を表す模式平面図である。
【図１８】図１７のＡ－Ａ線断面図である。
【図１９】図１７のＢ－Ｂ線断面図である。
【図２０】本発明のプラズマ処理装置の構造を例示する模式断面図である。
【図２１】特許文献１に開示された環状導波管を表す模式図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　　　導波管（同軸線路）
　５　　　導波管
　１０　　環状進行波共振器
　１６　　ステージ
　２０　　方向性結合器
　２０ａ、２０ｂ　　　方向性結合器の孔
　２０ｃ１、２０ｃ２　方向性結合器の孔
　２６ａ、２６ｂ　　　方向性結合器の孔
　２１　　入力ポート
　２２　　出力ポート
　２３　　板状体
　２４　　板状体
　２５ａ、２５ｂ　板状体
　２８　　板状体
　４０　　方向性結合器
　４２、４４　結合器
　５０　　アプリケータ
　５２　　導入導波管
　５４　　導波体
　６０　　プラズマ発生室（処理チャンバ）
　７０　　導入導波管
　７２　　ダミーロード
　５０３　導波管
　５２１　分配ブロック
　５２２　スロット
　５２３　マイクロ波
　５２５　波
　Ｌ　　　方向性結合器の孔同士の中心間距離
　Ｍ　　　マイクロ波
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　Ｐ　　　プラズマ
　Ｗ　　　被処理物

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】
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